
三次市 予算事業別審査シート 補

❶

❷

❸

❹

❺

／頁

款 項 目

1

2 3 1

一般会計令和６年度

891

11.役務費（④手数料）　 351

補正 NO,

担当部局・課名

本事業は，マイナンバーカードを使用し，全国のコンビニエンスストア等に設置してあるキオスク端末で，6時30分から23時
まで365日，「印鑑登録証明書」と「住民票の写し」の取得を可能とするもの。これにより，マイナンバーカードの普及促進，
市民サービスの向上を図ることを目的とする。令和6年2月19日導入より利用実績は伸びており，市民ニーズの高いサービス
となっている。
本補正は，当初見込みを大きく上回る利用実績により7月以降の事業継続に対応するもの。

❽（❻＋❼）事業合計額 ➡

事業区分

0

補正区分 6月補正
＊補正予算事項別説明書 ❻（❶~❺の計）　 ➡ 891

事業名 節名称

市民部　市民課

一般財源（千円）

無

国庫支出金 県支出金 市債 負担金等その他

事業の積算根
拠等

（詳細説明）
事業一覧表／状
況写真／図面等

別添資料

891

財源区分

国庫支出金

❶11.役務費（④手数料）　351千円
　証明書等自動交付サービス委託手数料（コンビニへ）　@117円×3,000通＝351,000円

❷13.使用料及び賃借料（⑨その他使用料及び賃借料）　540千円
　BCL証明発行機能利用料（J-lisへ）　@180円×3,000通＝540,000円

　当初予算の試算では50通/月,600通/年で計上していたが，2月19日以降の実績で1日約10通の取得。
　10通/日×30日＝300通/月
　300通/月×12カ月＝3,600通/年
　600通分は予算計上してあるので，3,600通-600通＝3,000通分補正
　

（一覧表／
　　　図面等）

負担金

事業内容
及びその目的
（めざすもの）

事業
(経費)
内の主
たる費

目

新規事業 政策２ 安全で快適な生活環境

　　　該当ページ 12 ／頁 ❼その他の節など（上記以外）の合計額 ＊該当なし”0”を挿入 ➡

コンビニ交付事業
（住民基本台帳事務経費）

13.使用料及び賃借料（⑨その他使用料及び賃借料） 540

予算額（千円）

13

令和６年度

（予定）
特定財源内訳

歳入に関する
項目

予算額（千円）
（❽）

特定財源内訳（千円）

891

県支出金

補助金・負担金・交付金等の名称



三次市 予算事業別審査シート 補

❶

❷

❸

❹

❺

13

令和６年度

（予定）
特定財源内訳

歳入に関する
項目

予算額（千円）
（❽）

特定財源内訳（千円）

3,855 3,855

県支出金

補助金・負担金・交付金等の名称

社会保障・税番号制度システム整備費補助金（10/10）

事業
(経費)
内の主
たる費

目

新規事業 政策２ 安全で快適な生活環境

　　　該当ページ 12 ／頁 ❼その他の節など（上記以外）の合計額 ＊該当なし”0”を挿入 ➡

戸籍システム・住民基本台帳
システム改修事業

（戸籍へのフリガナ記載通知用改修事業）
（マイナンバカード，フリガナ・ローマ字等表記改修事業）

予算額（千円）

市民部　市民課

一般財源（千円）

無

国庫支出金 県支出金 市債 負担金等その他

事業の積算根
拠等

（詳細説明）
事業一覧表／状
況写真／図面等

別添資料

0

財源区分

国庫支出金

❶12.委託料（①業務委託料（物件費））　3,855千円
　・戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係るフリガナ通知のための「戸籍システム」改修（法務省）　1,735,800円
　・マイナンバーカードへのフリガナ，ローマ字表記等に係る「戸籍附票システム」追加改修（総務省）　2,118,985円

（一覧表／
　　　図面等）

負担金

事業内容
及びその目的
（めざすもの）

【背景】デジタルガバメント実行計画において，「日本国政府が発行したカードであることの券面表記，西暦と和暦との二重表記，氏名のローマ字表記に
ついて，令和6年5月27日からのマイナンバーカードの海外利用開始に合わせた運用開始を目指す。」とされ，デジタル社会の実現に向けた重点計画に
おいて令和5年の通常国会に，ひらがな，又はカタカナによる個人氏名の表記を戸籍の記載事項とする規定を含めた戸籍法制の関連法案が提出されて
改正法案が公布され，また，氏名のフリガナ表記は，官民の手続きを問わず本人を同定するために各種申請において必要とされていることから，戸籍の
氏名にフリガナが法制化されたことを踏まえて，マイナンバーカードにおいて，氏名のフリガナの記載を行うこととされた。合わせて，希望する者に対して，氏
名のローマ字表記及び西暦の生年月日を追記欄に記載できることとなった。
本補正は，既に概算で予算計上していたが，国から新たにシステム仕様が示されたことに伴う補正。

❽（❻＋❼）事業合計額 ➡

事業区分

0

補正区分 6月補正
＊補正予算事項別説明書 ❻（❶~❺の計）　 ➡ 3,855

事業名 節名称

／頁

款 項 目

2

2 3 1

一般会計令和６年度

3,855

12.委託料（①業務委託料（物件費）） 3,855

補正 NO,

担当部局・課名

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和5年法律第48号）が，
令和5年6月9日公布され，戸籍へのフリガナ記載が法制化。
戸籍法の一部改正に係る規定の施行については，本法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日。
■令和６年度【予定】
１.全戸籍へフリガナを記載するための通知準備（法務省）※9月〜12月システム改修
２.マイナンバーカードへのフリガナ・ローマ字等記載準備（総務省）※9月〜12月システム改修

■令和７年度【予定】
１.令和7年5月 本籍地からフリガナ通知届書の発送（法務省）※本籍人口約75,000人
２.届出により戸籍にフリガナ記載（法務省）
３.本籍地からの通知をもとに住民基本台帳にフリガナ記載（総務省）
４.マイナンバーカードへのフリガナ・ローマ字等記載（総務省）

これまで

これから（イメージ）

フリガナ

※氏名の横にフリガナ表記を記載する。
※希望者に対して，氏名のローマ字や西暦生年月日を記載する。

ローマ字・西暦生年月日


